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第１ 特定事業の選定に関する事項 

 

１ 事業内容に関する事項 

 

（１）事業の名称 

県営上安住宅（仮称）整備事業 

 

（２）公共施設の種類 

 公営住宅（県営住宅） 

 

（３）公共施設の管理者の名称 

 広島県知事  藤田 雄山 

 

（４）事業目的 

広島市安佐南区上安二丁目他の県有地（以下「上安地区」という。）において、県営住

宅を核とした住宅市街地の整備を行う。全体の計画及びその実施については、民間の優

れた企画力・技術力等を活用する。また、その中で県営住宅については、民間施設との

一体整備を行うことにより、効率的な整備及び管理を目指した住宅の供給を行う。 

 

（５） 事業内容 

 上安地区（詳細は第４を参照）において、県営住宅を核として、県営住宅以外の用地

（以下「開発用地」という。なお、県営住宅と民間施設が１棟の建物となった場合の敷

地利用権を含む。）における民間施設との一体的な施設整備を行う。 

 整備の対象となる施設は次のとおりである。 

① 県営住宅 

② 宅地造成工事 

③ 開発用地における民間施設 

 なお、事業者が実施する範囲は、上記の施設の整備に加え、次を含むものとする。（詳

細は、募集要項に基づく） 

① 県営住宅の設計・施工、県への譲渡 

② 県営住宅の維持管理等 

③ 開発用地の活用 
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（６）事業手法 

① 事業者は、宅地造成設計に基づき、宅地造成工事を実施する。なお、事業者は、県

が募集要項に基づき提示する宅地造成設計の変更が必要な場合、提案に基づき、宅

地造成設計を変更する。 

② 事業者は、県営住宅の設計及び施工を行う。 

③ 県営住宅については、完成後、県が事業者から買い取る。また、事業者は県営住宅

を譲渡後、県との協議に基づき一定期間県営住宅の維持管理等を行う。 

④ 事業者は、宅地造成工事終了後、開発用地の取得又は借入を行い、開発用地の活用

を行う。開発用地の提案には、県からの譲渡若しくは定期借地又は民間施設と県営

住宅とが１棟の建物として整備される場合を含めてもよいものとする。 

⑤ 事業者は、開発用地を借地した場合については、借地（事業用借地権又は定期借地

権）契約に基づき、借地期間終了後土地を更地返還する。 

 

（７）事業者の業務範囲 

① 宅地造成設計の変更 

事業者は、県が提示する宅地造成設計の変更が必要な場合、提案に基づき、事業

者の責任及び費用で宅地造成設計の変更を行う。なお、宅地造成協議が必要な場合、

市との協議主体は県とするが、事業者の責任及び費用で市と宅地造成協議を行う。 

 

② 土地の権利の取得 

   事業者は、開発用地の活用のために、提案に基づき、県から土地を買い取るか、

又は土地を賃借する。また、県は、事業者が県営住宅の整備に必要な部分の土地の

使用を認めるものとする。 

 

③ 県営住宅等の整備、維持管理等 

ｱ 宅地造成工事 

事業者は、①で変更した宅造設計又は県が提示する宅地造成設計に基づき、

本地区全体の宅地造成工事を実施する。 

ｲ 県営住宅の設計及び施工、県への譲渡 

事業者は、県営住宅整備に当たって必要となる設計図書を作成し、県営住宅

の施工を行う。設計及び施工に当たって必要となる敷地測量及び土質調査等の

各種調査、電気、電話、ガス、上下水道等に関する協議、近隣住民への説明、

各種許認可の取得等も行う。 

なお、事業者は、設計図書等の作成及び施工に当たっては、各々の段階にお

いて県と協議を行い、各段階において県の承諾又は検査を受けるものとする。 

県営住宅の完成後、事業者は、県に、県営住宅を譲渡する。 
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ｳ 県営住宅の維持管理等 

事業者は、県営住宅の完成後、県に引き渡した日から２０年間、県との協議

に基づき、維持管理業務等を行う。ただし、維持管理等の開始後５年経過時点

で業務遂行状況を確認の上、その後の委託の有無を県において決定する。 

 

④ 開発用地の活用 

事業者は、提案に基づき、開発用地を活用する。開発用地活用に当たって必要と

なる敷地測量及び土質調査等の各種調査、電気、電話、ガス、上下水道等に関する

協議、近隣住民への説明、各種許認可の取得等も行う。なお、県営住宅と合築して

民間施設を整備する場合も、必要なすべての業務を行う。 

 

 

（８）事業スケジュール（予定） 

 
平成１５年２月 優先交渉権者の決定 
平成１５年７月 基本協定の締結 
平成１５年７月 宅地造成工事着手 
平成１５年７月 県営住宅の設計着手 
平成１６年１月 県営住宅の建築工事着手 
平成１７年８月 竣工、管理開始 
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２ 特定事業の選定方法等に関する事項 

 

（１）選定方法 

県営住宅部分について、PFI 手法を活用した場合に、従来型の手法により実施した場合

に比べて財政資金の効率的活用が図られることが見込まれる場合に限り、特定事業とし

て選定する。 

 

（２）選定基準・手順 

次の手順により客観的評価を行い、評価の結果を公表する。 

① コスト算出による定量的評価 

② PFI 事業として実施することの定性的評価 

③ VFM（Value for Money）の検討による総合的評価 

 

（３）選定結果及び選定における客観的評価の公表方法 

特定事業を選定した場合は、VFM 評価を明らかにしたうえ、第８（５）記載のホーム

ページ及び窓口での配布等により公表する。 
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第２ 民間事業者の募集及び選定に関する事項 

 

１ 事業者選定の方法 

事業者の選定に当たっては「公募型プロポーザル方式」を採用し、最も優れた提案を

行った応募者を、事業予定者（優先交渉権者）として決定する。 

 

２ 事業者選定スケジュール（予定） 

選定は、次のスケジュールを予定している。なお、詳細は募集要項に基づく。 

平成１４年６月下旬 特定事業の選定結果の公表 

平成１４年７月下旬   募集要項の配布 

平成１４年１２月上旬  提案書の受付 

平成１５年２月中旬  事業者選定結果の公表 

平成１５年７月上旬  基本協定締結 

 

３ 応募者の構成要件 

① 応募者は、県営住宅を整備し、２０年間安定してその維持管理等を行うとともに、

開発用地の活用ができる企画力、技術力及び経営能力を有する民間企業又は民間企

業のグループであること。 

② 応募者の構成 

ｱ 応募者が、複数の民間企業により構成されるグループとなる場合、代表者を定

めること。 

ｲ 応募者の構成員のいずれかが、他の応募者の構成員として重複参加していない

こと。 

 

４ 資格要件 

応募者の構成員に次の資格要件を満たしている民間企業が含まれていること。 

① 土木工事に関し，次の要件を満たしているもの 

ｱ 当該工事の業種につき平成 13・14年度の広島県建設工事入札参加資格につい

て建設工事指名業者等選定要綱に基づいて指名競争入札参加資格の認定を受

けた格付けがＡ又はＢランクに認定されている者のうち建設業法第３条第１

項の営業所を広島県内に有すること。 

ｲ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１５条の規定により当該工事の業種

につき特定建設業の許可を受けていること。 

ｳ 当該工事の業種につき当該工事に必要な監理技術者の資格を有する者を専任

で配置できること。 
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ｴ 提示内容と同等以上の規模の宅地造成の施工実績があること。 

② 建物の設計に関し，次の要件を満たしているもの 

ｱ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事

務所の登録を行っていること。 

ｲ 提案内容と同等以上の規模の建物の設計実績があること。 

③ 建物の建設に関し，次の要件を満たしているもの 

ｱ 当該工事の業種につき平成 13・14 年度の広島県工事入札参加資格について，

平成１２年広島県告示第９１７号に基づいて，建設工事の一般競争入札参加資

格の認定を受け，格付けがＡランクである者のうち，当該工事の業種に付き建

設業法第３条第１項の営業所を広島県内に有すること。 

ｲ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１５条規定に基づく当該工事の業種

につき特定建設業の許可を受けていること。 

ｳ 当該工事に必要な監理技術者の資格及び経験を有する者を専任で配置できる

こと。 

ｴ 提案内容と同等以上の規模の建物の施工実績があること。 

  ただし，広島県の定める特定建設工事共同企業体取扱要綱第６条から第１１条

に従い結成した共同企業体として構成員となることを妨げない。 

④ 開発用地を利用して提案する民間施設と同等又は類似の施設の運営実績を有する者 

 

 

５ 構成員の制限 

応募者の構成員に、次のいずれかに該当する者を含まないこと。 

① 本事業に係る提案の受付開始の日から基本協定締結日までのいずれかの日において，

広島県の指名除外を受けている者。 

② 本事業に係る提案の受付開始の日から基本協定締結日までのいずれかの日において，

建設業法第２８条第３項又は第５項の規定による営業停止を受けている者。 

③ 会社更生法に基づいて更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づいて再生手続開始の申立てがなされている者について，手続開始の決定後，知事

が別に定める手続きに基づいて入札参加資格の再認定を受けていない者。 

④ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者。 

⑤ 本事業に係るアドバイザー業務に関与する者。 

 

 

６ 提案審査に関する事項 

（１）審査体制 

提案の審査は、学識経験者等の委員により構成される審査委員会において行う。審査
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委員会の構成員については、募集要項に示す。 

 

（２）審査方法 

① 審査委員会は、事業者により提出された提案資料により審査を行う。 

② 審査は、県営住宅のみならず、本地区全体の利用について、価格以外の要素を含め、

提案内容を総合的に審査する。 

③ 詳細については、募集要項に示す。 

 

（３）審査項目 

現在、次の審査項目を予定しており、詳細について募集要項において示す。 

① 資格・価格等の適格審査 

② 施設の計画・技術面の評価 

③ 事業実施の確実性の評価 

④ 定性的事項の総合的な評価 

⑤ 定量的事項の審査 

 

（４）審査結果の公表 

  審査結果の概要については、公表する。 

 

（５）著作権及び応募図書の取り扱いについて 

 応募図書の著作権は、県に帰属しないが、公表、展示その他の場合で、県がこの事業

に関し必要と認めるときには、県はこれを無償で使用できるものとする。 

なお、応募図書は返却しない。 
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第３ 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確

保に関する事項 

 

１ 基本的な考え方 

効率的な整備及び管理を目指した住宅の供給を行うため，県と民間事業者のうち事業

遂行上のリスクを最も良く管理することができる者が当該リスクを分担することを基本

とする。 

 

２ 責任分担の概要 

（１）事業者の責任範囲の概要 

事業者が責任を持つ範囲の概要は、次のとおりになる。 

① 開発用地の活用（用地の取得・賃貸に係る資金調達等を含む。） 

② 宅地造成設計の変更 

③ 宅地造成工事（県発注の一般の請負工事と原則同等の責任。） 

④ 県営住宅の設計及び施工（設計及び施工期間中の資金調達等を含む。） 

⑤ 譲渡後の県営住宅の品質 

⑥ 県営住宅の維持管理等のうち事業者が実施する業務 

なお、具体的な責任範囲は募集要項によるものとし、契約で規定する。 

 

（２）県の支払いの概要 

 県は次の費用を事業者に支払う。 

なお、詳細は、募集要項によるものとし、契約で規定する。 

① 宅地造成工事の請負代金 

② 県営住宅の買取代金 

③ 維持管理等の業務委託費 

 

（３）県による事業の実施状況の監視 

 県は事業者の実施業務に関して、次の事項に対する監視を行う。 

なお、詳細は、募集要項によるものとし、契約で規定する。 

① 宅地造成設計の変更 

② 宅地造成工事 

③ 県営住宅の品質 

④ 県営住宅の維持管理等のうち事業者が実施する業務 
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第４ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

 

１ 施設の立地条件 

① 事業場所：広島市安佐南区上安二丁目，高取北一丁目 

② 敷地面積：39,020 ㎡ 

③ 用途地域：第二種中高層住居専用地域、第二種住居地域、第一種住居地域、近隣

商業地域 

   別紙（位置図、配置図）参照 

 

２ 公共施設（県営住宅）の概要 

公共施設としては、次の県営住宅の建設計画に基づき第 1 期の県営住宅を整備し、第

２期の県営住宅は現時点では整備せず、建設用地を確保する。ただし、次の県営住宅の

建設計画は現時点の案であり、募集要項で一部の内容が変更される場合があり得るもの

とする。なお、詳細及び設計・施工仕様等は、募集要項で公表する。 

（１）県営住宅の建設計画 

県営住宅の型式、戸数及び住戸面積 
型式 第１期 第２期 住戸専用面積 

２ＤＫ 40 戸 50 戸 45 ㎡程度

２ＬＤＫ 20 戸 20 戸 55 ㎡程度

３ＤＫ 20 戸 40 戸 63 ㎡程度

３ＬＤＫ 20 戸 20 戸 68 ㎡程度

４ＬＤＫ 10 戸 10 戸 72 ㎡程度

計 110 戸 140 戸

 

  

（２）その他付帯施設の建設計画 

① 集会室：１００㎡程度１室（第１期にて整備） 

② 駐車場：戸数の７０％を平面駐車で整備 

③ 駐輪場：戸数当たり２台分を整備 

④ 緑地：上安地区全体で３％以上を確保 
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第５ 事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合における

措置に関する事項 

 

事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合、県と事業者は誠意をもって協議

するものとする。また契約に関する訴訟については、広島地方裁判所を第一審の専属管

轄裁判所とする。 

 

 

 

 

 

 

 

第６ 事業の継続が困難となった場合の措置に関する事項 

 

１ 事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置 

事業の継続が困難となる事由が発生した場合は、契約で定める事由ごとに、県及び事

業者の責任に応じて、必要な修復その他の措置を講じる。 

 

２ 事業の継続が困難となった場合の措置 

１ の措置を講じたにもかかわらず、事業の継続が困難となった場合は、当該事業に係

る資産の取扱いを含め、契約の規定に従い、事業を終了する。 
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第７ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関

する事項 

１ 法制上及び税制上の措置 

事業者が本事業を実施するに当たり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措置

が適用されることとなる場合は、それによることとする。 

 

２ 財政上及び金融上の支援 

事業者が事業を実施するに当たり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可

能性がある場合は、県はこれらの支援を事業者が受けることができるよう努めるものと

する。 

 

３ その他の事項 

県が支払う県営住宅の買取代金には、公営住宅の建設等に係る国の補助を予定してい

る。 
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第８ その他特定事業の実施に関し必要な事項 

 

１ 応募提案に伴う費用負担 

  応募者の入札に係る費用については、すべて応募者の負担とする。 

 

２ 実施方針に関する説明会の開催等 

（１）説明会の開催 

 この「実施方針」の内容について、次により説明会を開催する。 

① 日時 

 平成１４年４月８日（月） １５：００～  

② 場所 

   広島県立総合体育館大会議室 ℡082-228-1111 

③ 参加者 

   本事業に参加を希望する民間企業。ただし、１社につき２名までとする。 

出席を希望の方は、実施方針説明会参加申込書（別紙様式参照）をＦＡＸにて、

平成 14 年４月３日（水）までに返送してください。なお、都合により申込みでき

なかった方の当日の参加も受け付ける。 

（２）意見書、質問書の受付 

① この「実施方針」に対する意見・質問がある場合には、別紙の様式に記入し、④

の提出期間内に直接（５）の連絡先へ持参又は電子メール（添付ファイル）によ

り送るものとし、電話での受付は行わない。 

② １件の意見又は質問に対し、１枚の別紙様式を使用し、使用するワープロはＷＯ

ＲＤ９７以降とする。 

③ 持参する場合は、記入したその様式の他、内容を記録したフロッピーディスク又

はＣＤ－Ｒを提出する。 

④ 提出期間 

平成１４年４月８日（月）～平成１４年４月２６日（金）までとする。 

持参の場合の提出時間は、９時から１７時の間とする。 

（３）意見書、質問書に対する回答等 

① 提出された質問書に対する回答書は、（５）の広島県ホームページで閲覧できる

他、（５）の連絡先にて平成１４年５月１７日～５月２４日まで配布する。（土曜

日、日曜日及び祝祭日を除く）。配布時間は、９時から１７時の間とする。 

② 意見書を寄せられた方には、後日内容確認のため、必要に応じヒアリングを行う

こともある。 
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（４）資料の配布 

この「実施方針」は、広島県のホームページで閲覧できる他、（５）の連絡先にて平成

１４年３月２９日（金）～４月５日（金）まで配布する（土曜日、日曜日及び祝祭日を

除く）。配布時間は、９時から１７時の間とする。また、平成１４年４月８日（月）の説

明会の会場においても配布する。 

 

（５）連絡先 

広島県土木建築部都市局 建築総室住宅企画室 住宅企画グループ 

   広島県広島市中区基町１０番５２号 北館５階  

TEL ０８２－２２８－２１１１（内）４１６５ 

     電子メールアドレス   ：tojukikaku@pref.hiroshima.jp  

     広島県ホームページアドレス：http://www.pref.hiroshima.jp/ 
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(実施方針説明会参加申込書) 

 ＦＡＸ送信書  
 

県営上安住宅（仮称）整備事業 

実施方針説明会 

 

参加申込書 
 

平成 14 年 4 月 8 日（月）の実施方針説明会に参加します。 

貴 企 業 名 
 
 

(申込窓口) 
部 署 
役職名 

 
 
御氏名 

 
参加者氏名 

(1 社 2 名まで) 

 
部 署 
役職名 

 
 
御氏名 

電話／ﾌｧｸｼﾐﾘ 
(申込窓口) 

／ 

 

 

 

 

宛先：広島県土木建築部都市局建築総室住宅企画室 住宅企画グループ行 

ＦＡＸ：082-223-3551  

＊会場や資料などの準備のため、平成14 年 4 月 3 日（水）までにご返送下さい。

(ご都合により申込みできなかった方の当日のご参加も受け付けます。） 
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（別 紙） 

平成 14 年  月  日 

意見書・質問書 
 

県営上安住宅（仮称）整備事業の実施方針について、次のとおり意見・質問を提

出します。 

企 業 名 
 

所 在 地  

部 署  

担当者氏名  

電 話 番号  

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号  

意見・質問 
項   目 

該当するものを○で囲んでください 

(1) 意見 (2) 質問 
タイトル 

 

「実施方針」 
の該当個所 

（○○ページの第○の○の○ ○○○……○○○） 

内 容  

注 1 意見・質問は、簡潔かつ具体的に記入してください。 

注 2 意見・質問は、この様式 1 枚につき 1 件とします。 

注 3 意見・質問については、個別にはお答えしません。 


